
高
齢
者
向
け
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

ご
案
内

■
見
守
り
を
必
要
と
す
る
方
へ
（
お
お
む
ね
65

歳
以
上
の
方
）

①
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の
貸
与

高
齢
者
の
み
の
世
帯
を
対
象
に
、
緊
急
ボ
タ
ン

を
押
す
こ
と
で
消
防
署
へ
通
報
で
き
る
「
緊
急

通
報
シ
ス
テ
ム
」
を
貸
与
し
ま
す
。
利
用
に
は

固
定
電
話
回
線
（
ア
ナ
ロ
グ
推
奨
）、
原
則
2

人
以
上
の
協
力
員
が
必
要
で
す　

※
費
用
は
約

3
年
に
1
回
、
電
池
代
5
千
円
（
税
別
）
が
か

か
り
ま
す　

※
65
歳
未
満
で
重
度
身
体
障
が
い

者
の
み
の
世
帯
の
方
は
、
障
が
い
福
祉
課
で
も

相
談
可
能

②
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ル

ひ
と
り
暮
ら
し
な
ど
で
日
常
の
安
否
が
気
遣
わ

れ
る
高
齢
者
に
、
相
談
員
が
定
期
的
に
電
話
を

か
け
ま
す

③
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
の
配
布

か
か
り
つ
け
医
療
機
関
や
持
病
、
緊
急
連
絡
先

な
ど
の
情
報
を
保
管
す
る
筒
や
シ
ー
ル
な
ど
の

セ
ッ
ト
を
配
布
し
て
い
ま
す

④
愛
の
一
声
運
動

安
否
確
認
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
方
を
対
象
に
、

乳
酸
菌
飲
料
販
売
会
社
の
協
力
を
得
て
販
売
員

が
声
を
掛
け
な
が
ら
乳
酸
菌
飲
料
を
届
け
ま
す

⑤
在
宅
高
齢
者
給
食
サ
ー
ビ
ス

心
身
状
況
や
生
活
環
境
な
ど
に
よ
り
食
事
の
準

備
が
困
難
な
高
齢
者
の
ひ
と
り
暮
ら
し
ま
た
は

夫
婦
世
帯
の
自
宅
へ
夕
食
を
届
け
ま
す
（
月
〜

土
曜
日
）

⑥
日
常
生
活
用
具
の
給
付

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
で
、
身
体
・
精
神
上

の
理
由
に
よ
り
防
火
な
ど
の
配
慮
が
必
要
な
方

へ
電
磁
調
理
器
な
ど
を
給
付
し
ま
す　

※
世
帯

の
所
得
額
に
応
じ
て
費
用
負
担
あ
り

■
70
歳
以
上
の
方
へ

⑦
高
齢
者
優
待
乗
車
証
の
交
付

1
乗
車
100
円
で
道
南
バ
ス
の
市
内
路
線
バ
ス

（
一
部
郊
外
路
線
の
市
内
区
間
を
含
む
）
を
利

用
で
き
る
優
待
乗
車
証
を
交
付
し
ま
す
。
利
用

回
数
の
多
い
方
に
期
間
内
乗
り
放
題
に
な
る
フ

リ
ー
パ
ス
（
1
カ
月
分
2
千
円
か
ら
）
も
販
売

し
て
い
ま
す

■
ご
家
族
の
方
へ

⑧
在
宅
寝
た
き
り
高
齢
者
等
訪
問
理
美
容
サ
ー

ビ
ス
助
成

在
宅
で
常
時
寝
た
き
り
や
認
知
症
状
の
あ
る
方

を
対
象
に
、
訪
問
料
金
・
カ
ッ
ト
料
金
の
う
ち

2
千
円
分
を
助
成
す
る
券
を
交
付
（
年
間
4
枚

を
上
限
）
し
ま
す

⑨
紙
お
む
つ
の
給
付

常
時
寝
た
き
り
や
認
知
症
状
に
よ
り
紙
お
む
つ

が
必
要
な
方
に
、
紙
お
む
つ
と
尿
取
り
パ
ッ
ド

を
給
付
し
ま
す　

※
原
則
1
割
自
己
負
担
（
上

限
額
あ
り
）

⑩
寝
具
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

年
2
回
を
限
度
に
、
在
宅
で
寝
た
き
り
状
態
の

方
の
寝
具
を
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
き
る
助
成
券
を

交
付
し
ま
す　

※
原
則
1
割
自
己
負
担

I
①
②
③
⑥
⑦
⑧
総
合
福
祉
課　

J
(32) 

6
3
4 

5　

④
⑤
社
会
福
祉
協
議
会　

J
(32)
7
1
1
1　

⑨
⑩
介
護
福
祉
課　

J
(32)
6
3
4
0

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

①
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

■
7
・
75
割
軽
減
が
廃
止
と
な
り
ま
す

【改定前】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円（かつ、被保険者全
員が所得0円）
※年金収入のみの場合、受
給額80万円以下

7割軽減

33万円 7.75割軽減

【改定後】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

43万円＋10万円×（給与所
得者等の数－1） 7割軽減

■
均
等
割
の
軽
減
範
囲
が
変
わ
り
ま
す

【改定前】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円＋（28万5千円×世帯の
被保険者数） 5割軽減

33万円＋（52万円×世帯の被
保険者数） 2割軽減

【改定後】
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

43万円＋（28万5千円×世帯の
被保険者数）＋10万円×（給
与所得者等の数－1）

5割軽減

43万円＋（52万円×世帯の被
保険者数）＋10万円×（給与
所得者等の数－1）

2割軽減

②
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を

郵
送
し
ま
す

6
月
中
旬
に
令
和
3
年
度
の
納
入
通
知
書
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い

③
「
被
保
険
者
証
と
減
額
認
定
証
・
限
度
額
認

6
月
1
日
㈫
は
「
電
波
の
日
」
電
波
に
関
す
る
困
り
事
や
ご
相
談
な
ど
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　

I
北
海
道
総
合
通
信
局　

J
011 

(737)
0
0
9
9　

市
市
民
生
活
課　

J
(32)
6
3
0
3
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